
（参考）区家庭児童相談室の体制（令和３年４月時点）

令和３年度においては、東、白石及び西の各区で１名増員され、全市３９名体制。

各区における児童相談体制の強化について

各区保健センターを中核とした相談支援体制の強化

◆要保護児童対策地域協議会の機能を高め、関係機関連携・協働体制の強化

◆子ども家庭総合支援拠点の機能の位置付けによる児童相談支援体制の強化

◆子育て世代包括支援センター機能（母子保健相談体制）と合わせた支援の充実

令和３年（2021年）３月29日
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児童相談所

○子ども家庭総合支援拠点における支援業務の質の向上を図るための助言等
・児童相談所における専門性（相談援助、心理支援等）を生かした助言等の仕組みを構築

○要保護児童対策地域協議会の統括、各区の業務水準の向上・均質化
・各区訪問や各区における業務状況に係る情報収集を通じ、マニュアル整備等を実施

子育て世代包括支援センター

○妊娠期から子育て期にわたる総合的相談・支援の実施
・妊産婦等の支援に必要な実情の把握 ・妊娠、出産、育児相談に応じ、必要な情報提供、助言、
保健指導 ・関係機関との連絡調整 ・支援プランの策定
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○子ども家庭支援全般に係る業務
・実情把握、情報提供、相談対応、総合調整

○要支援児童及び要保護児童等への支援業務
・危機判断とその対応、調査、アセスメント、支援計画の作成、

支援・指導等

○関係機関との連絡調整
・調整機関の主担当として、支援の一体性、連続性を確保

要保護児童対策調整機関

・対応する支援機関の選定

・支援の進行状況等の管理、評価

・関係機関の調整、協力要請 等

子ども家庭総合支援拠点

要保護児童対策地域協議会（要対協）

障がい児支援機関

児童相談所

① 役割分担・連携を図り、協働して対象家庭への支援を実施
② 支援拠点としての専門性を高められるよう、児童相談所から各区に
対して必要な支援の実施、ノウハウを提供

同一の機関が２つの機能を担い、一体的に支援を実施

健やか推進
母子手帳交付、妊婦訪問、乳幼児健診、思春期支援 等

家庭児童相談（家庭児童相談室）
児童虐待通告対応、養育支援、要対協事務局 等

子ども家庭福祉
保育所入所相談、ＤⅤ相談・支援 等

子育て支援
子育て情報提供、各種子育て支援事業 等

保健予防
庶務、難病医療費助成、予防接種 等

各区保健センター（健康・子ども課）の組織、実施業務

※ 保健センターのどの組織でも業務内容に応じて、子育て世代
包括支援センターや子ども家庭総合支援拠点の業務を担う。
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中央 北 東 白石 厚別 豊平 清田 南 西 手稲

職員数 ４ ４ ５ ５ ３ ４ ３ ３ ５ ３

主に配置されている職員 説明等

保健師資格所有者 係長職は主として保健師職が担っている。

福祉コース採用職員 児童相談所等児童福祉業務経験者、生活保護や高齢
者・障がい者への支援業務経験者等が配置されている。

教員免許所有者 会計年度任用職員には、小中学校校長の退職者が配
置されている区が多い。

※ 配置される職員は、係長職：各区１名、一般職：各区１～３名、会計年度任用職員：各区１名。

子ども家庭総合支援拠点の機能の位置付け

国の政策動向やまちづくり戦略ビジョン・ＡＰ2019の内容を踏まえ、令和４年度から
位置付けていく。
支援拠点が行う業務は、現状でも一定程度は行っており、令和４年度以降も引き続
き機能や体制の充実・強化を図っていく。

主な対象者：妊産婦、乳幼児とその保護者

主な対象者：子どもとその家庭、妊産婦

資料２


